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(57)【要約】
【課題】
　接着剤や溶着剤を用いることなく基板に配線を固定し
、低反り測定用基板を作製する。
【解決手段】
　測定用基板及び温度測定用基板は、基板に拡散防止層
と第１の密着層と配線と第２の密着層と保護層とが積層
されてなる。基板は半導体ウェーハと同じ材料で製造さ
れる。拡散防止層は配線の成分が基板内に拡散すること
を防止する機能を有する。第１の密着層は拡散防止層を
介して基板に配線を密着させる機能を有する。配線は導
電性を有する線材や箔材からなる。第２の密着層は配線
と保護層とを密着させる機能を有する。保護層は配線を
覆うことによって配線の酸化防止効果、外部との絶縁効
果、傷防止効果を有する。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体の基板に生ずる物理量を基板に設けられた配線を介して測定するようにした測定
用基板において、
　配線の成分が基板内に拡散することを防止する拡散防止層と、
　配線の酸化及び硫化を防止する保護層と、
　拡散防止層を介して基板に配線を密着させる金属製の第１の密着層と、
　配線と保護層を密着させる金属製の第２の密着層と、
　を備え、基板側から、拡散防止層、第１の密着層、配線、第２の密着層、保護層の順に
積層したこと
　を特徴とする測定用基板。
【請求項２】
　基板上面に溝を有し、この溝に拡散防止層、第１の密着層、配線、第２の密着層、保護
層の順に埋設したこと
　を特徴とする請求項１記載の測定用基板。
【請求項３】
　基板上面に拡散防止層、第１の密着層、配線、第２の密着層の順に積層し、さらに基板
上面と第２の密着層上面に保護層を積層したこと
　を特徴とする請求項１記載の測定用基板。
【請求項４】
　感熱部を有する配線を半導体の基板に備えた温度測定用基板において、
　配線の成分が基板内に拡散することを防止する拡散防止層と、
　配線の酸化及び硫化を防止する保護層と、
　拡散防止層を介して基板に配線を密着させる金属製の第１の密着層と、
　配線と保護層を密着させる金属製の第２の密着層と、
　を備え、基板側から、拡散防止層、第１の密着層、配線、第２の密着層、保護層の順に
積層したこと
　を特徴とする温度測定用基板。
【請求項５】
　基板上面に溝を有し、この溝に拡散防止層、第１の密着層、配線、第２の密着層、保護
層の順に埋設したこと
　を特徴とする請求項４記載の温度測定用基板。
【請求項６】
　基板上面に拡散防止層、第１の密着層、配線、第２の密着層の順に積層し、さらに基板
上面と第２の密着層上面に保護層を積層したこと
　を特徴とする請求項４記載の温度測定用基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線を備えた測定用基板、例えば半導体ウェーハの製造工程で用いられる温
度調節ステージに載置され、半導体ウェーハに対する温度調整ステージの温度調整具合を
基板に設けられた配線にて測る温度測定用基板に関し、特に配線の設け方に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体ウェーハの基板は、例えば薄膜形成、エッチング等の複数の処理工程を経て製品
となる。こうした処理工程では厳密な温度管理を要する。そのため基板を温度調整ステー
ジに載置し、温度調整ステージによって基板を温度調整しつつ各処理を行うようにしてい
る。この際、即時に基板の温度を測定して温度調整ステージの温度調整具合を調節するこ
とはできない。そこで予め温度測定用基板を用いて温度調整ステージの動作と基板の温度
分布との関係を測定しておき、実際の工程ではその関係に基づき温度調整ステージを調節
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するようにしている。
【０００３】
　一般に温度測定用基板は製品とされる半導体ウェーハの基板と同じ素材からなり、基板
表面又は表層の温度を測定したい箇所に感熱部を有する配線が設けられる。配線には、抵
抗素子を感熱部に配する測温抵抗体や、異種金属の接続点を感熱部に配する熱電対などが
使用される。基板に対する配線の設け方としては、例えば特許文献１～３が開示されてい
る。
【０００４】
　特許文献１には基板に対する測温抵抗体の設け方として、基板表面に冷間溶着剤で抵抗
素子を固定し、抵抗素子からリード線を引き出すことが開示されている。特許文献２には
基板に対する熱電対の設け方として、基板に穿削された貫通孔に熱電対の感熱部を埋設し
、その貫通孔に接着剤を充填し、熱電対の素線を基板表面に沿って引き出すことが開示さ
れている。特許文献３には基板に対する測温抵抗体の設け方として、感熱部及び感熱部か
ら引き出されるリード線をフィルムに成膜し、フィルムと基板とを接着剤にて接着するこ
とが開示されている。
【特許文献１】特開平１０－９９６３号公報
【特許文献２】特開２００３－８６６４９号公報
【特許文献３】特開２００６－７８４７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１～３に示される発明では接着剤や溶着剤を用いて基板に配線を固定している
が、接着剤や溶着剤は受熱や時間経過に応じて形状や性質が変化し劣化する。こうした劣
化は測定値に誤差を生じさせる。また接着材や溶着剤の熱分解に伴い気泡が発生し、基板
から配線を剥離させる虞もある。また感熱部から引き出された熱電対の素線が外部に引掛
かり熱電対を破損させる虞もある。このように接着剤や溶着剤を用いて基板に配線を固定
することには問題がある。
【０００６】
　また接着剤が熱膨張して基板自体に反りが発生しやすくなるという問題もある。　
　部材同士を接着した場合の反りの一次モデルは概ね、
　　応力＝厚さ差×接着力発現温度差×ヤング率差×線膨張差
　で表される。例えば基板に接着剤を塗布した場合は両者の厚さ差、接着力発現温度、ヤ
ング率差、線膨張差によって基板に生ずる応力が決まる。特に基板に対して配線を備えた
フィルムを接着剤で貼り付ける場合には接着剤の厚さは配線の厚さの２倍程度必要となる
が、上記式より接着剤の厚さが厚いほど基板に生ずる応力が大きくなる。つまり接着剤を
用いると基板の反りの原因となる。
【０００７】
　本発明はこうした実状に鑑みてなされたものであり、接着剤や溶着剤を用いることなく
基板に配線を固定し、低反り測定用基板を作製することを解決課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　そこで本発明は、
　半導体の基板に生ずる物理量を基板に設けられた配線を介して測定するようにした測定
用基板において、
　配線の成分が基板内に拡散することを防止する拡散防止層と、
　配線の酸化及び硫化を防止する保護層と、
　拡散防止層を介して基板に配線を密着させる金属製の第１の密着層と、
　配線と保護層を密着させる金属製の第２の密着層と、
　を備え、基板側から、拡散防止層、第１の密着層、配線、第２の密着層、保護層の順に
積層したこと
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　を特徴とする。
【０００９】
　また本発明は、測定用基板において、
　基板上面に溝を有し、この溝に拡散防止層、第１の密着層、配線、第２の密着層、保護
層の順に埋設したこと
　を特徴とする。
【００１０】
　また本発明は、測定用基板において、
　基板上面に拡散防止層、第１の密着層、配線、第２の密着層の順に積層し、さらに基板
上面と第２の密着層上面に保護層を積層したこと
　を特徴とする。
【００１１】
　また本発明は、
　感熱部を有する配線を半導体の基板に備えた温度測定用基板において、
　配線の成分が基板内に拡散することを防止する拡散防止層と、
　配線の酸化及び硫化を防止する保護層と、
　拡散防止層を介して基板に配線を密着させる金属製の第１の密着層と、
　配線と保護層を密着させる金属製の第２の密着層と、
　を備え、基板側から、拡散防止層、第１の密着層、配線、第２の密着層、保護層の順に
積層したこと
　を特徴とする。
【００１２】
　また本発明は、温度測定用基板において、
　基板上面に溝を有し、この溝に拡散防止層、第１の密着層、配線、第２の密着層、保護
層の順に埋設したこと
　を特徴とする。
【００１３】
　また本発明は、温度測定用基板において、
　基板上面に拡散防止層、第１の密着層、配線、第２の密着層の順に積層し、さらに基板
上面と第２の密着層上面に保護層を積層したこと
　を特徴とする。
【００１４】
　本発明に係る測定用基板及び温度測定用基板は、基板に拡散防止層と第１の密着層と配
線と第２の密着層と保護層とが積層されてなる。基板は半導体ウェーハと同じ材料で製造
されており、例えばＳｉで形成される。拡散防止層は配線の成分が基板内に拡散すること
を防止する機能を有し、例えばＳｉＯ2、Ｃｒ2Ｏ3、Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＮ等の酸化膜や窒化
膜で形成される。第１の密着層は拡散防止層を介して基板に配線を密着させる機能を有し
、例えばＴｉ、Ｃｒ、Ａｌ等の金属で形成される。配線は導電性を有する線材や箔材から
なり、例えばＣｕ、Ｐｔ、Ａｕ、Ａｇ等の純金属や合金で形成される。第２の密着層は配
線と保護層とを密着させる機能を有し、例えばＴｉ、Ｃｒ、Ａｌ等の金属で形成される。
保護層は配線を覆うことによって配線の酸化及び硫化防止効果、外部との絶縁効果、傷防
止効果を有し、例えばＣｒ2Ｏ3、Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＮ等の酸化膜や窒化膜で形成される。
【００１５】
　基板に対する各層の積層形態としては、基板上面に形成された溝に拡散防止層と第１の
密着層と配線と第２の密着層と保護層が埋設されていてもよいし、平坦な基板上面に拡散
防止層と第１の密着層と配線と第２の密着層が積層され、基板上面と第２の密着層に保護
層が積層されていてもよい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、接着剤や溶着剤を用いることなく基板に配線を固定することが可能に
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なる。温度測定用基板には時間経過と共に形状や性質が変化する部材が用いられないため
、部材の形状変化や性質変化に伴い温度測定値に誤差が生じることがなくなる。またそう
した部材が用いられないため、基板から配線が剥離することもなくなる。
【００１７】
　また本発明によれば、接着剤が用いられないため接着層に起因する基板の反りが発生し
なくなる。また各層の厚さ差を小さくすることができるため低反り測定用基板を実現でき
る。
【００１８】
　また接着剤を用いる場合は材料の厚さ制限があり、また成膜時の成膜速度をコントロー
ルして低反り対応することができないが、本発明によれば、材料の厚さ制限がなく自由度
が大きいため、成膜速度をコントロールして低反り対応することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下に、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００２０】
　図１は温度測定用基板の平面図である。
【００２１】
　温度測定用基板１は基板１０に配線パターン２０が所望数だけ形成されてなる。配線パ
ターン２０は、ミアンダ状の配線からなる感熱部２０ａと、感熱部２０ａから引き出され
る４本のリード線２０ｂと、リード線２０ｂの端部に位置する端子２０ｃと、からなる。
端子２０ｃは一対が電流端子とされ、一対が電圧端子とされる。端子２０ｃは図示しない
温度計測装置の端子に電気的に接続される。感熱部２０ａの配線には基板１０の物理量す
なわち温度やひずみ等に応じた電気信号が発生するが、その信号は温度計測装置で測定さ
れる。配線パターン２０に設けられる配線を測温抵抗体として使用する場合には、温度計
測装置は端子２０ｃのうちの電流端子に通電し、感熱部２０ａにおける電圧降下を端子２
０ｃのうちの電圧端子で測定し、抵抗値を求めてその抵抗値に基づき温度を演算する。配
線パターン２０に設けられる配線を熱電対として使用する場合には、温度計測装置は端子
２０ｃのうちの電圧端子に生ずる熱起電力を測定し、温度を演算する。
【００２２】
　図２は第１の実施形態を示す図であって、図１のＡ－Ａ断面のうち１本の配線パターン
周辺の断面図に相当する。なお第１の実施形態において配線パターン２０の断面構造はＡ
－Ａ断面に限らず図２のような構造である。
【００２３】
　基板１０の上面には配線パターン２０に応じて溝１１が形成される。そして溝１１の内
面及び基板１０の上面に沿って薄膜状の拡散防止層２１が積層される。この拡散防止層２
１の上面に沿って薄膜状の第１の密着層２２が積層される。さらに溝１１の内部では第１
の密着層２２の上面に沿って配線２３が積層される。また配線２３の上面に沿って薄膜状
の第２の密着層２４が積層される。そして第２の密着層２４の上面には保護層２５が積層
される。このように基板１０に形成された溝１１には拡散防止層２１、第１の密着層２２
、配線２３、第２の密着層２４、保護層２５の順に埋設される。配線２３は基板１０に対
して第１の密着層２２で固定されており、接着剤や溶着剤は使用されていない。
【００２４】
　基板１０は一般の半導体ウェーハと同じ材料で製造されており、例えばＳｉで形成され
る。ところで仮に基板１０に配線２３が直接接触すると、基板１０の内部に配線２３の成
分が拡散する虞がある。そうした場合には基板１０が変質して正確な温度を測定できなく
なる。そこで第１の実施形態では基板１０と配線２３との間に拡散防止層２１を介在させ
ている。拡散防止層２１は配線２３の成分が基板１０内に拡散することを防止する機能を
有し、例えばＳｉＯ2、Ｃｒ2Ｏ3、Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＮ等の酸化膜や窒化膜で形成される。
【００２５】
　第１の実施形態では、基板１０に配線２３を固定するために、基板１０と配線２３との
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間に接着材や溶着剤の代わりに第１の密着層２２を介在させており、また配線２３に保護
層２５を固定するために、配線２３と保護層２５との間に第２の密着層２４を介在させて
いる。第１の密着層２２は拡散防止層２１を介して基板１０に配線２３を密着させる機能
を有し、例えばＴｉ、Ｃｒ、Ａｌ等の金属で形成される。第２の密着層２４も第１の密着
層２２と同様に、例えばＴｉ、Ｃｒ、Ａｌ等の金属で形成される。
【００２６】
　配線２３は導電性を有する線材や箔材からなり、例えばＣｕ、Ｐｔ、Ａｕ、Ａｇ等の純
金属や合金で形成される。配線２３を測温抵抗体として使用する場合は、感熱部２０ａに
おける長さを長くすることが望ましい。抵抗値が大きくなり測定しやすくなるためである
。本実施形態ではその一例として感熱部２０ａの配線パターンをミアンダにしているが、
他の形態、例えば円状にしてもよい。また配線２３を熱電対として使用する場合は、異種
金属を接合して配線２３を形成する。この場合は感熱部２０ａに異種金属の接合点を配す
ればよく、測温抵抗体のように感熱部２０ａにおける長さを長くする必要はなく、配線パ
ターンがミアンダである必要もない。
【００２７】
　保護層２５は配線２３を覆うことによって、配線２３の酸化や硫化を防止し、配線２３
を外部から絶縁し、配線２３が外力を受けて損傷することを防止するものであり、また配
線２３を封止することによって配線２３を基板２０から剥離しにくくするものである。保
護層２５は、例えばエリンガムダイアグラムより選択したＣｒ2Ｏ3、Ａｌ2Ｏ3、ＡｌＮ等
の酸化膜や窒化膜で形成される。
【００２８】
　拡散防止層２１、第１の密着層２２、配線２３、第２の密着層２４、保護層２５の材料
の一例を示したが、各層の材料は他の層の材料に応じて最適なものを選択することが望ま
しい。同様に各層の厚さも最適な厚さを選択することが望ましい。各層間での材料の組み
合わせには相性があり、その相性や層の厚み次第では各層の機能を高めることが可能であ
り、熱負荷時の反りを低減することが可能だからである。
【００２９】
　なお第１の実施形態では、少なくとも溝１１の内部に拡散防止層２１と第１の密着層２
２を介して配線２３が埋設されていればよく、図３に示すように基板１０の表面には必ず
しも拡散防止層２１や第１の密着層２２や第２の密着層２４や保護層２５が積層されてな
くてもよい。また保護層２５が溝１１に埋設されなくてもよい。つまり溝１１の内部に拡
散防止層２１と第１の密着層２２を介して配線２３が埋設され、その配線２３を第２の密
着層２４を介して保護層２５が被覆しているのであれば、どのような形態であってもよい
。
【００３０】
　第１の実施形態における温度測定用基板１は例えば次のようにして製造できる。先ず所
望の配線パターン２０に従って基板１０の上面に溝１１を形成し、形成した溝１１及び基
板１０の上面に拡散防止層２１と第１の密着層２２と配線２３と第２の密着層２４を順に
積層していき、化学機械研磨で余分な部分を研磨し、最後に被研磨面に保護層２５を成膜
することによって、溝１１の内部に配線２３を封止する。一例としては、デュアルダマシ
ンプロセスのビアフィリングめっき技術を用いることができる。
【００３１】
　第１の実施形態によれば、金属製の密着層で基板に配線を密着させ、また溝に配線を埋
設しているため、接着剤や溶着剤を用いることなく基板に配線を固定することが可能にな
る。温度測定用基板には時間経過と共に形状や性質が変化する部材が用いられないため、
部材の形状変化や性質変化に伴い温度測定値に誤差が生じることがなくなる。またそうし
た部材が用いられないため、基板から配線が剥離することもなくなる。
【００３２】
　また第１の実施形態によれば、接着剤が用いられないため接着層に起因する基板の反り
が発生しなくなる。また各層の厚さ差を小さくすることができるため。したがって低反り
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測定用基板を実現できる。
【００３３】
　また接着剤を用いる場合は材料の厚さ制限があり、また成膜時の成膜速度をコントロー
ルして低反り対応することができないが、第１の実施形態によれば、材料の厚さ制限がな
く自由度が大きいため、成膜速度をコントロールして低反り対応することができる
　第１の実施形態では基板１０に形成された溝１１に配線２３等を埋設するようにしてい
るが、溝１１ではなく基板１０の表面自体に配線２３等を積層してもよい。そうした実施
形態を第２の実施形態として説明する。
【００３４】
　図４は第２の実施形態を示す図であって、図１のＡ－Ａ断面のうち１本の配線パターン
周辺の断面図に相当する。なお第２の実施形態において配線パターン２０の断面構造はＡ
－Ａ断面に限らず図４のような構造である。
【００３５】
　基板１０にはその上面に沿って配線パターン２０に応じた薄膜状の拡散防止層２１が積
層される。この拡散防止層２１の上面に沿って薄膜状の第１の密着層２２が積層される。
さらに第１の密着層２２の上面に沿って配線２３が積層される。また配線２３の上面に沿
って薄膜状の第２の密着層２４が積層される。そして配線２３の上面及び基板１０の上面
には保護層２５が積層される。このように基板１０には拡散防止層２１、第１の密着層２
２、配線２３、第２の密着層２４、保護層２５が順に積層される。配線２３は基板１０に
対して第１の密着層２２で固定されており、接着剤や溶着剤は使用されていない。各層の
機能及び材料は第１の実施形態と同じである。
【００３６】
　第２の実施形態における温度測定用基板１は例えば次のようにして製造できる。先ず基
板１０の上面に拡散防止層２１を成膜し、拡散防止層２１の上面に第１の密着層２２を成
膜し、さらに第１の密着層２２の上面に配線２３を成膜し、またさらに配線２３の上面に
第２の密着層２４を成膜し、エッチングやマイクロブラスト加工によって配線パターン２
０の分だけ各層を残し、最後に基板１０の上面及び第２の密着層２４の上面に保護層２５
を成膜して配線２３を封止する。
【００３７】
　または、基板１０にメタルマスクを施したうえで成膜や印刷によって配線パターン２０
に応じた拡散防止層２１、第１の密着層２２、配線２３、第２の密着層２４を積層し、基
板１０の上面及び第２の密着層２４の上面に保護層２５を成膜して配線２３を封止するよ
うにしてもよい。
【００３８】
　第２の実施形態によれば、金属製の密着層で基板に配線を密着させているため、接着剤
や溶着剤を用いることなく基板に配線を固定することが可能になる。温度測定用基板には
時間経過と共に形状や性質が変化する部材が用いられないため、部材の形状変化や性質変
化に伴い温度測定値に誤差が生じることがなくなる。またそうした部材が用いられないた
め、基板から配線が剥離することもなくなる。
【００３９】
　また第２の実施形態によれば、接着剤が用いられないため接着層に起因する基板の反り
が発生しなくなる。また各層の厚さ差を小さくすることができるため低反り測定用基板を
実現できる。
【００４０】
　また接着剤を用いる場合は材料の厚さ制限があり、また成膜時の成膜速度をコントロー
ルして低反り対応することができないが、第２の実施形態によれば、材料の厚さ制限がな
く自由度が大きいため、成膜速度をコントロールして低反り対応することができる
　なお上記実施形態では本発明を温度測定用基板に適用した場合を説明したが、基板に設
けた配線をひずみゲージとして使用する場合にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
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【００４１】
【図１】温度測定用基板の平面図である。
【図２】第１実施形態を示す図である。
【図３】第１実施形態の別の形態を示す図である。
【図４】第２実施形態を示す図である。
【符号の説明】
【００４２】
　１…温度測定用基板、１０…基板、１１…溝、２０…配線パターン、
　２１…拡散防止層、２２…第１の密着層、２３…配線、２４…第２の密着層、
　２５…保護層

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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